
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
物や場所や情報伝達媒体に連携されたサービスを利用するための連携サービス利用装置で
あって、
物、場所及び情報伝達媒体に連携されたサービスを特定するための情報であるトークンを
取得するトークン取得手段と、
所定のサーバや端末と通信するための通信手段と、
前記通信手段を用いて前記トークン、または、該トークンに加えて、ユーザ識別子、端末
識別子のいずれかまたは、両方を前記所定のサーバに送信し、少なくとも、サービス情報
に一意に付与する固有識別子を含むサービス情報を取得するサービス情報取得手段と、
前記サービス情報が取得される毎に該サービス情報に対応するサービス識別マークを特定
し、該サービス識別マークを追加表示するマーク表示手段と、
任意のサービス識別マークへの操作を可能とし、かつ該操作に対応する処理を実行するマ
ーク利用手段と、を有することを特徴とする連携サービス利用装置。
【請求項２】
前記マーク利用手段は、
前記サービス識別マークへの実行操作に基づいて、前記所定のサーバに、該サービス識別
マークに対応するサービス情報に含まれる固有識別子、もしくは、該固有識別子に加えて
、ユーザ識別子、端末識別子のいずれかまたは、両方を送信し、該サービス情報に対応す
るサービスを利用する処理を行う手段を含む請求項１記載の連携サービス利用装置。
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【請求項３】
前記サービス情報取得手段は、
前記サービスを利用した際に、前記マーク利用手段によって利用された前記サービスのサ
ービス情報を消去する手段を含み、
前記マーク表示手段は、
消去された前記サービス情報に対応するサービス識別マークを消去する手段を含む請求項
２記載の連携サービス利用装置。
【請求項４】
前記マーク利用手段は、
前記サービス識別マークへの送信操作に基づいて、対応するサービス情報を、前記通信手
段を介して、直接他の連携サービス利用装置へ送信する手段と、
前記サービス情報取得手段は、
前記マーク利用手段が前記サービス情報を他の連携サービス利用装置へ送信した際に、該
マーク利用手段によって送信された該サービス情報を消去する手段を含み、
前記マーク表示手段は、
消去された前記サービス情報に対応するサービス識別マークを消去する手段を含む請求項
１記載の連携サービス利用装置。
【請求項５】
前記マーク利用手段は、
前記サービス識別マークへの送信操作に基づいて、対応するサービス情報を、前記通信手
段を介して、所定のサーバに送信することにより、該所定のサーバを介して他の連携サー
ビス利用装置へ送信させる手段を含む請求項１記載の連携サービス利用装置。
【請求項６】
前記サービス情報取得手段は、
前記通信手段によりサービス情報が受信されると、該サービス情報を取得する手段を含み
、
前記マーク表示手段は、
取得された前記サービス情報に対応するサービス識別マークを追加表示する手段を含む請
求項１記載の連携サービス利用装置。
【請求項７】
前記マーク利用手段は、
前記サービス識別マークを任意のデバイスに入力する入力操作に基づいて、所定のサーバ
に前記サービス識別マークに対応するサービス情報に含まれる固有識別子、もしくは、該
固有識別子に加えて、ユーザ識別子、端末識別子のいずれか、または、両方を送信し、該
サービス識別マークに対応するサービスを該デバイスを用いて利用する処理を行う手段を
含む請求項１記載の連携サービス利用装置。
【請求項８】
前記サービス情報取得手段は、
前記マーク利用手段において、前記サービスを前記デバイスを用いて利用した際に、該マ
ーク利用手段によって利用された該サービスのサービス情報を消去する手段を含み、
前記マーク表示手段は、消去された前記サービス情報に対応するサービス識別マークを消
去する手段を含む請求項７記載の連携サービス利用装置。
【請求項９】
前記マーク利用手段は、
前記サービス識別マークの情報参照操作に基づいて、所定のサーバに該サービス識別マー
クに対応するサービス情報に含まれる固有識別子、もしくは、該固有識別子に加えて、ユ
ーザ識別子、端末識別子のいずれか、または、両方を送信し、対応するサービスに関する
情報を取得・提示する処理を行う手段を含む請求項１記載の連携サービス利用装置。
【請求項１０】
前記サービス情報取得手段は、
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前記マーク利用手段における前記サービス識別マークへの削除操作に基づいて、対応する
サービス情報を削除する手段を含み、
前記マーク表示手段は、
前記マーク利用手段における前記サービス識別マークへの削除操作に基づいて、対応する
サービス識別マークを削除する手段を含み、
前記マーク利用手段は、
所定のサーバへ前記サービス情報に含まれる固有識別子と前記サービス情報が削除された
ことを通知する請求項９記載の連携サービス利用装置。
【請求項１１】
前記サービス情報は、更に、有効期限を含み、
前記サービス情報取得手段は、
前記有効期限に基づいて対応するサービス情報を消去する手段を含み、
前記マーク表示手段は、
前記サービス情報取得手段で消去された前記サービス情報に対応するサービス識別マーク
を消去する手段を含む請求項１記載の連携サービス利用装置。
【請求項１２】
前記サービス情報は、更に、有効期限を含み、
前記サービス情報取得手段は、
前記有効期限に基づいて、前記サービス情報を所定のサーバにより新たに取得するサービ
ス情報へ更新する手段を含み、
前記マーク表示手段は、
前記サービス情報取得手段で更新された前記サービス情報に対応するサービス識別マーク
を更新する手段を含む請求項１記載の連携サービス利用装置。
【請求項１３】
物や場所や情報伝達媒体に連携されたサービスを利用するための連携サービス利用装置と
通信するサーバであって、
前記連携サービス利用装置と通信するための通信手段と、
物、場所及び情報伝達媒体に連携されたサービスを特定するための情報であるトークンに
対応するサービス識別子及びサービスの属性を管理する連携サービス管理手段と、
サービス情報に一意に付与する固有識別子を生成する固有識別子生成手段と、
サービス制御手段と、
前記固有識別子毎にサービス利用状況を管理するサービス利用管理手段と、を有し、
前記サービス制御手段は、
前記通信手段を介して、前記連携サービス利用装置より、前記トークン、もしくは、該ト
ークンに加えて、ユーザ識別子と端末識別子のいずれかまたは、両方を受信した場合に、
前記連携サービス管理手段より受信された前記トークンに対応するサービス識別子と該サ
ービス識別子に対応するサービスのいくつかの属性を取得し、前記固有識別子生成手段よ
り固有識別子を取得して、該固有識別子と該サービス識別子とを対応付けて前記サービス
利用管理手段に登録する手段と、
前記ユーザ識別子と前記端末識別子のいずれか、または、両方が受信された場合には、該
ユーザ識別子、該端末識別子も前記固有識別子に対応付けて、前記サービス利用管理手段
に登録する手段と、
少なくとも、前記固有識別子を含むサービス情報を構成し、該サービス情報を前記連携サ
ービス利用装置へ送信する手段と、
前記連携サービス利用装置もしくは、任意のデバイスよりサービス利用のために、固有識
別子もしくは、該固有識別子に加えて、ユーザ識別子、端末識別子のいずれかまたは、両
方が前記通信手段を介して受信された場合には、前記サービス利用管理手段より受信され
た前記固有識別子に対応するサービス利用状況を取得し、該サービス利用状況に基づいて
サービスを提供するかどうかを判断する手段と、を有し、
前記サービス利用管理手段は、
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前記固有識別子に対応するサービス利用状況を更新する手段を有することを特徴とするサ
ーバ。
【請求項１４】
前記サービス制御手段は、
前記連携サービス利用装置より、他の連携サービス利用装置へ送信すべきサービス情報を
受信した場合には、前記固有識別子生成手段より固有識別子を取得し、該サービス情報に
含まれる固有識別子を、新たに取得された固有識別子に更新した上で、該他の連携サービ
ス利用装置へ送信する手段と、
前記新たに取得した固有識別子と、前記サービス情報に含まれていた固有識別子に対応付
けられているサービス識別子とを対応付けて前記サービス利用管理手段に登録する手段を
含む請求項１３記載のサーバ。
【請求項１５】
前記サービス制御手段は、
前記連携サービス利用装置より、他の連携サービス利用装置へ送信すべきサービス情報を
受信した場合には、予め設定されている規則に基づいて、新たなサービス識別子を決定し
、前記固有識別子生成手段より固有識別子を取得し、新たなサービス情報を構成し、該他
の連携サービス利用装置へ送信する手段と、
前記サービス情報に付与した前記固有識別子と対応付けられているサービス識別子とを対
応付けて前記サービス利用管理手段へ登録する手段とを含む請求項１３記載のサーバ。
【請求項１６】
物や場所や情報伝達媒体に連携されたサービスを利用するための連携サービス利用方法に
おいて、
物、場所及び情報伝達媒体に連携されたサービスを特定するための情報であるトークンを
取得し、
前記トークンまたは、該トークンに加えて、ユーザ識別子、端末識別子のいずれかまたは
、両方を所定のサーバに送信し、少なくとも、サービス情報に一意に付与する固有識別子
を含むサービス情報を取得し、
前記サービス情報が取得される毎に該サービス情報に対応するサービス識別マークを特定
し、該サービス識別マークを追加表示し、
任意のサービス識別マークへの操作を可能とし、かつ該操作に対応する処理を実行するこ
とを特徴とする連携サービス利用方法。
【請求項１７】
物や場所や情報伝達媒体に連携されたサービスを利用するための連携サービス利用装置と
通信する連携サービス方法において、
通信手段を介して、前記連携サービス利用装置より、物、場所及び情報伝達媒体に連携さ
れたサービスを特定するための情報であるトークンを取得し、
前記トークン、もしくは、該トークンに加えて、ユーザ識別子と端末識別子のいずれかま
たは、両方を受信した場合に、トークンに対応するサービス識別子及びサービスの属性を
管理する連携サービス管理手段より受信された該トークンに対応するサービス識別子と該
サービス識別子に対応するサービスのいくつかの属性を取得し、
固有識別子生成手段よりサービス情報に一意に付与する固有識別子を取得して、該固有識
別子と該サービス識別子とを対応付けて、固有識別子毎にサービス利用状況を管理するサ
ービス利用管理手段に登録し、
前記ユーザ識別子と前記端末識別子のいずれか、または、両方が受信された場合には、該
ユーザ識別子、該端末識別子も前記固有識別子に対応付けて、前記サービス利用管理手段
に登録し、
少なくとも、前記固有識別子を含むサービス情報を構成し、該サービス情報を前記連携サ
ービス利用装置へ送信し、
前記連携サービス利用装置もしくは、任意のデバイスよりサービス利用のために、固有識
別子もしくは、該固有識別子に加えて、ユーザ識別子、端末識別子のいずれかまたは、両
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方が前記通信手段を介して受信された場合には、前記サービス利用管理手段より受信され
た前記固有識別子に対応するサービス利用状況を取得し、該サービス利用状況に基づいて
サービスを提供するかどうかを判断し、
前記固有識別子に対応するサービス利用状況を更新することを特徴とする連携サービス方
法。
【請求項１８】
物や場所や情報伝達媒体に連携されたサービスを利用するための連携サービス利用装置と
して利用されるコンピュータ上で実行される連携サービスプログラムであって、
物、場所及び情報伝達媒体に連携されたサービスを特定するための情報であるトークンを
取得するトークン取得ステップと、
所定のサーバや端末と通信するための通信制御ステップと、
前記通信制御ステップを用いて前記トークン、または、該トークンに加えて、ユーザ識別
子、端末識別子のいずれかまたは、両方を前記所定のサーバに送信し、少なくとも、サー
ビス情報に一意に付与する固有識別子を含むサービス情報を取得するサービス情報取得ス
テップと、
前記サービス情報が取得される毎に該サービス情報に対応するサービス識別マークを特定
し、該サービス識別マークを追加表示するマーク表示ステップと、
任意のサービス識別マークへの操作を可能とし、かつ該操作に対応する処理を実行するマ
ーク利用ステップと、を実行することを特徴とする連携サービス利用プログラム。
【請求項１９】
物や場所や情報伝達媒体に連携されたサービスを利用するための連携サービス利用装置と
通信するサーバとして利用されるコンピュータ上で実行される連携サービスプログラムで
あって、
前記連携サービス利用装置より、物、場所及び情報伝達媒体に連携されたサービスを特定
するための情報であるトークン、もしくは、該トークンに加えて、ユーザ識別子と端末識
別子のいずれかまたは、両方を受信した場合に、トークンに対応するサービス識別子及び
サービスの属性を管理する連携サービス管理手段より受信された該トークンに対応するサ
ービス識別子と該サービス識別子に対応するサービスのいくつかの属性を取得するステッ
プと、
固有識別子生成手段よりサービス情報に一意に付与する固有識別子を取得して、該固有識
別子と該サービス識別子とを対応付けて、固有識別子毎にサービス利用状況を管理するサ
ービス利用管理手段に登録するステップと、
前記ユーザ識別子と前記端末識別子のいずれか、または、両方が受信された場合には、該
ユーザ識別子、該端末識別子も前記固有識別子に対応付けて、前記サービス利用管理手段
に登録するステップと、
少なくとも、前記固有識別子を含むサービス情報を構成し、該サービス情報を前記連携サ
ービス利用装置へ送信するステップと、
前記連携サービス利用装置もしくは、任意のデバイスよりサービス利用のために、固有識
別子もしくは、該固有識別子に加えて、ユーザ識別子、端末識別子のいずれかまたは、両
方が前記通信手段を介して受信された場合には、前記サービス利用管理手段より受信され
た前記固有識別子に対応するサービス利用状況を取得し、該サービス利用状況に基づいて
サービスを提供するかどうかを判断するステップと、
前記サービス利用管理手段で管理されている前記固有識別子に対応するサービス利用状況
を更新するステップと、を実行することを特徴とする連携サービスプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、連携サービス利用装置及びサーバ及び連携サービス利用方法及び連携サービス
方法及び連携サービス利用プログラム及び連携サービスプログラムに係り、特に、物や場
所や情報伝達媒体に連携されたサービスを利用者が容易にハンドリングするための連携サ
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ービス利用装置及びサーバ及び連携サービス利用方法及び連携サービス方法及び連携サー
ビス利用プログラム及び連携サービスプログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
商品や建物などの物や場所、放送、印刷物、掲示板、看板、ショウウィンドウ等の各種情
報伝達媒体に対して、ネットワーク上の情報を連携させる仕組みが提案されている。
【０００３】
例えば、商品や印刷物に２次元バーコードでＩＤを付与しておき、連携サービス利用装置
でそのバーコードを読み取ることにより、ＩＤを取得し、ＩＤとネットワーク上の情報の
対応関係を管理するサーバにＩＤを送信することによって、対応するネットワーク上の情
報を端末が取得し、これを利用者に提示するといったシステムがある（例えば、非特許文
献１）。
【０００４】
放送などの場合には、上記の２次元バーコードにより付与されたＩＤの代わりに視聴され
た放送チャネルと時刻、あるいは、放送波中に埋め込まれたＩＤ，等を用いることによっ
て同様にネットワーク上の情報を連携し提供できる。建物や看板などの屋外の物体、掲示
板など位置が固定されているものについては、位置情報をＩＤとしてネットワーク上の情
報に対応付けられる。
【０００５】
他にも、ＲＦ－ＩＤ（非接触ＩＣチップ）や赤外線信号、ローカルエリアの無線電波信号
などを用いることにより場所や物や情報伝達媒体にネットワーク上の情報を連携するシス
テムが実現可能である（例えば、非特許文献２）。
【０００６】
ここで、上記の２次元バーコードＩＤや、放送チャネルと時刻などの、物や場所、情報伝
達媒体に連携された情報を特定するための情報をトークンというものとする。
【０００７】
従来のシステムでは、利用者は手元の連携サービス利用装置でトークンを取得すると、場
所や物、情報伝達媒体に連携されたネットワーク上の情報が端末上に表示され、参照でき
る（例えば、非特許文献３）。
【０００８】
【非特許文献１】
脇田敏裕，長屋隆之，寺嶌太立，“２次元コードを用いたＷＷＷと紙メディアとの融合の
試み”，情処学研報， 98-HI ， 76, No.1 pp.1-6, Jan 1998
【非特許文献２】
R.Want, K,P. Fishkin, A.Gujar, B.L.Harrison,“ Bridgin Physical and Virtual World
s with Electronic Tags, ” CHI'99 Proc., pp.370-377, May 1999.
【非特許文献３】
宮奥健人，重吉宏樹，田中清，阿久津明人，外村佳伸，“メディアシームレスな個人取得
情報管理のためのメディア連携方式”映情学技報， Vol.25,No.58, pp.55-60, 2001．
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上述のような技術を用いて物や場所や情報伝達媒体に、サービスを連携することを考える
。より厳密に言えば、物や場所や情報伝達媒体に、サービスへのアクセス権を連携するこ
とを考える。
【００１０】
ここでいうサービスとは、商品を購入する際に割引等の特典を享受できるクーポンサービ
スや、映画やコンサートを見るためのチケット、入場券、パス、商品と交換可能な仮想通
貨などを指す。
【００１１】
場所や物や情報伝達媒体に、単に、それらを説明するような詳細情報が連携されているだ
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けであれば、利用者はその情報を参照することができればそれでよい。従って、上述した
従来のシステムが実現しているように、ネットワークに接続された連携サービス利用装置
によって、対象物からＩＤを取得し、ＩＤに応じた情報を端末上に提示するだけの仕組み
でよい。
【００１２】
しかし、連携されているものが仮想的なクーポンサービスなどである場合、そのサービス
へのアクセス権即ち、実世界におけるクーポン券に相当するオブジェクトを利用者が取得
して保持しておき、かつ、所定のそのクーポンサービスを利用すべき状況でそれを使うと
いった操作を行えなければならない。
【００１３】
また、利用者がサービスアクセス権を利用すると利用権が消滅し、利用回数を制限できる
ことが望ましい。また、サービスアクセス権を、実世界の物理的なクーポン券と同様に他
者に譲渡する、他者の保有するサービスの利用権と交換するといった操作を行えることが
望ましい。さらには、何等かのデバイスに挿入するとによってこれを利用することも可能
であることが望ましい。
【００１４】
一方で、ディジタル情報として仮想的なクーポンサービスなどの利用においては、その有
効期限などの管理を計算機によって実現できる。従って、場所や物や情報伝達媒体からト
ークンを介して取得したクーポンサービスのアクセス権について、その有効期限が過ぎた
ら利用できなくする、もしくは、新しい状況に応じたものに更新するといった処理が自動
的に行われると利便性がよい。
【００１５】
しかしながら、上記従来の装置、システムにおいては、場所や物体や情報伝達媒体に連携
された情報に対して上述のような操作や機能を実現するための手段は提供されていない。
【００１６】
本発明は、上記の点に鑑みなされたもので、物や場所や情報伝達媒体にトークンを介して
連携された電子的かつ仮想的なサービスアクセス権を、利用者がクーポン券などの物理的
なサービスアクセス権と同様に扱うことが可能な連携サービス利用装置及びサーバ及び連
携サービス利用方法及び連携サービス方法及び連携サービス利用プログラム及び連携サー
ビスプログラムを提供することを目的とする。
【００１７】
即ち、電子的かつ仮想的なサービスアクセス権を保持しておき、利用すれば消滅し、他者
と交換でき、あるいは、何らかのデバイスの挿入して利用できる物体のように扱えるよう
にする。なおかつ、一つの仮想的なサービスアクセス権を重複して使用したり、複製する
ことを避けられるようにする。さらに、そのサービスアクセス権が電子的な情報であると
いう特徴は活かして、サービスに関する情報を参照するための手段としても扱えるように
する。また、有効期限に関する処理が自動的に行えるようにする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
図１は、本発明の原理構成図である。
【００１９】
本発明は、物や場所や情報伝達媒体に連携されたサービスを利用するための連携サービス
利用装置１００であって、
物、場所及び情報伝達媒体に連携されたサービスを特定するための情報であるトークンを
取得するトークン取得手段１１０と、
所定のサーバや端末と通信するための通信手段１２０と、
通信手段１２０を用いてトークン、または、該トークンに加えて、ユーザ識別子、端末識
別子のいずれかまたは、両方を所定のサーバに送信し、少なくとも、サービス情報に一意
に付与する固有識別子を含むサービス情報を取得するサービス情報取得手段１３０と、
サービス情報が取得される毎に該サービス情報に対応するサービス識別マークを特定し、
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該サービス識別マークを追加表示するマーク表示手段１４０と、
任意のサービス識別マークへの操作を可能とし、かつ該操作に対応する処理を実行するマ
ーク利用手段１５０と、を有する。
【００２０】
また、本発明のマーク利用手段１５０は、
サービス識別マークへの実行操作に基づいて、所定のサーバに、該サービス識別マークに
対応するサービス情報に含まれる固有識別子、もしくは、該固有識別子に加えて、ユーザ
識別子、端末識別子のいずれかまたは、両方を送信し、該サービス情報に対応するサービ
スを利用する処理を行う手段を含む。
【００２１】
また、本発明のサービス情報取得手段１３０は、サービスを利用した際に、マーク利用手
段１５０によって利用されたサービスのサービス情報を消去する手段を含み、
マーク表示手段１４０は、消去されたサービス情報に対応するサービス識別マークを消去
する手段を含む。
【００２２】
また、本発明のマーク利用手段１５０は、サービス識別マークへの送信操作に基づいて、
対応するサービス情報を、通信手段１２０を介して、直接他の連携サービス利用装置へ送
信する手段と、
サービス情報取得手段１３０は、マーク利用手段１５０がサービス情報を他の連携サービ
ス利用装置２００へ送信した際に、マーク利用手段１５０によって送信されたサービス情
報を消去する手段を含み、
マーク表示手段１４０は、消去されたサービス情報に対応するサービス識別マークを消去
する手段を含む。
【００２３】
また、本発明のマーク利用手段１５０は、サービス識別マークへの送信操作に基づいて、
対応するサービス情報を、通信手段１２０を介して、所定のサーバに送信することにより
、該所定のサーバを介して他の連携サービス利用装置へ送信させる手段を含む。
【００２４】
また、本発明のサービス情報取得手段１３０は、通信手段１２０によりサービス情報が受
信されると、該サービス情報を取得する手段を含み、
マーク表示手段１４０は、取得されたサービス情報に対応するサービス識別マークを追加
表示する手段を含む。
【００２５】
また、本発明のマーク利用手段１５０は、サービス識別マークを任意のデバイスに入力す
る入力操作に基づいて、所定のサーバにサービス識別マークに対応するサービス情報に含
まれる固有識別子、もしくは、該固有識別子に加えて、ユーザ識別子、端末識別子のいず
れか、または、両方を送信し、該サービス識別マークに対応するサービスを該デバイスを
用いて利用する処理を行う手段を含む。
【００２６】
また、本発明のサービス情報取得手段１３０は、マーク利用手段１５０において、サービ
スをデバイスを用いて利用した際に、該マーク利用手段１５０によって利用された該サー
ビスのサービス情報を消去する手段を含み、
マーク表示手段１４０は、消去されたサービス情報に対応するサービス識別マークを消去
する手段を含む。
【００２７】
また、本発明のマーク利用手段１５０は、サービス識別マークの情報参照操作に基づいて
、所定のサーバに該サービス識別マークに対応するサービス情報に含まれる固有識別子、
もしくは、該固有識別子に加えて、ユーザ識別子、端末識別子のいずれか、または、両方
を送信し、対応するサービスに関する情報を取得・提示する処理を行う手段を含む。
【００２８】
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また、本発明のサービス情報取得手段１３０は、マーク利用手段１５０におけるサービス
識別マークへの削除操作に基づいて、対応するサービス情報を削除する手段を含み、
マーク表示手段１４０は、マーク利用手段１５０におけるサービス識別マークへの削除操
作に基づいて、対応するサービス識別マークを削除する手段を含み、マーク利用手段１５
０は、所定のサーバへサービス情報に含まれる固有識別子とサービス情報が削除されたこ
とを通知する。
【００２９】
また、本発明のサービス情報は、更に、有効期限を含み、
サービス情報取得手段１３０は、有効期限に基づいて対応するサービス情報を消去する手
段を含み、
マーク表示手段１４０は、サービス情報取得手段１３０で消去されたサービス情報に対応
するサービス識別マークを消去する手段を含む。
【００３０】
また、本発明のサービス情報は、更に、有効期限を含み、
サービス情報取得手段１３０は、有効期限に基づいて、サービス情報を所定のサーバによ
り新たに取得するサービス情報へ更新する手段を含み、
マーク表示手段１４０は、サービス情報取得手段１３０で更新されたサービス情報に対応
するサービス識別マークを更新する手段を含む。
【００３１】
本発明は、物や場所や情報伝達媒体に連携されたサービスを利用するための連携サービス
利用装置１００と通信するサーバ２００であって、
連携サービス利用装置１００と通信するための通信手段２１０と、
物、場所及び情報伝達媒体に連携されたサービスを特定するための情報であるトークンに
対応するサービス識別子及びサービスの属性を管理する連携サービス管理手段２２０と、
サービス情報に一意に付与する固有識別子を生成する固有識別子生成手段２３０と、
サービス制御手段２５０と、
固有識別子毎にサービス利用状況を管理するサービス利用管理手段２４０と、を有し、
サービス制御手段２５０は、
通信手段２１０を介して、連携サービス利用装置１００より、トークン、もしくは、該ト
ークンに加えて、ユーザ識別子と端末識別子のいずれかまたは、両方を受信した場合に、
連携サービス管理手段２２０より受信されたトークンに対応するサービス識別子と該サー
ビス識別子に対応するサービスのいくつかの属性を取得し、固有識別子生成手段２３０よ
り固有識別子を取得して、該固有識別子と該サービス識別子とを対応付けてサービス利用
管理手段２４０に登録する手段と、
ユーザ識別子と端末識別子のいずれか、または、両方が受信された場合には、該ユーザ識
別子、該端末識別子も固有識別子に対応付けて、サービス利用管理手段２４０に登録する
手段と、
少なくとも、固有識別子を含むサービス情報を構成し、該サービス情報を連携サービス利
用装置１００へ送信する手段と、
連携サービス利用装置１００もしくは、任意のデバイスよりサービス利用のために、固有
識別子もしくは、該固有識別子に加えて、ユーザ識別子、端末識別子のいずれかまたは、
両方が通信手段２１０を介して受信された場合には、サービス利用管理手段２４０により
受信された固有識別子に対応するサービス利用状況を取得し、該サービス利用状況に基づ
いてサービスを提供するかどうかを判断する手段と、を有し、
サービス利用管理手段２４０は、
固有識別子に対応するサービス利用状況を更新する手段を有する。
【００３２】
また、本発明のサービス制御手段２５０は、
連携サービス利用装置１００より、他の連携サービス利用装置へ送信すべきサービス情報
を受信した場合には、固有識別子生成手段２３０より固有識別子を取得し、該サービス情
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報に含まれる固有識別子を、新たに取得された固有識別子に更新した上で、該他の連携サ
ービス利用装置へ送信する手段と、
新たに取得した固有識別子と、サービス情報に含まれていた固有識別子に対応付けられて
いるサービス識別子とを対応付けてサービス利用管理手段２４０に登録する手段を含む。
【００３３】
また、本発明のサービス制御手段２５０は、
連携サービス利用装置１００より、他の連携サービス利用装置へ送信すべきサービス情報
を受信した場合には、予め設定されている規則に基づいて、新たなサービス識別子を決定
し、固有識別子生成手段２３０より固有識別子を取得し、新たなサービス情報を構成し、
該他の連携サービス利用装置へ送信する手段と、
サービス情報に付与した固有識別子と対応付けられているサービス識別子とを対応付けて
サービス利用管理手段２４０へ登録する手段とを含む。
【００３４】
本発明は、物や場所や情報伝達媒体に連携されたサービスを利用するための連携サービス
利用方法において、
物、場所及び情報伝達媒体に連携されたサービスを特定するための情報であるトークンを
取得し、
トークンまたは、該トークンに加えて、ユーザ識別子、端末識別子のいずれかまたは、両
方を所定のサーバに送信し、少なくとも固有識別子を含むサービス情報を取得し、
サービス情報が取得される毎に該サービス情報に対応するサービス識別マークを特定し、
該サービス識別マークを追加表示し、
任意のサービス識別マークへの操作を可能とし、かつ該操作に対応する処理を実行する。
【００３５】
本発明は、物や場所や情報伝達媒体に連携されたサービスを利用するための連携サービス
利用装置と通信する連携サービス方法において、
通信手段を介して、連携サービス利用装置より、物、場所及び情報伝達媒体に連携された
サービスを特定するための情報であるトークンを取得し、
トークン、もしくは、該トークンに加えて、ユーザ識別子と端末識別子のいずれかまたは
、両方を受信した場合に、トークンに対応するサービス識別子及びサービスの属性を管理
する連携サービス管理手段より受信された該トークンに対応するサービス識別子と該サー
ビス識別子に対応するサービスのいくつかの属性を取得し、
固有識別子生成手段よりサービス情報に一意に付与する固有識別子を取得して、該固有識
別子と該サービス識別子とを対応付けて、固有識別子毎にサービス利用状況を管理するサ
ービス利用管理手段に登録し、
ユーザ識別子と端末識別子のいずれか、または、両方が受信された場合には、該ユーザ識
別子、該端末識別子も固有識別子に対応付けて、サービス利用管理手段に登録し、
少なくとも、固有識別子を含むサービス情報を構成し、該サービス情報を連携サービス利
用装置へ送信し、
連携サービス利用装置もしくは、任意のデバイスよりサービス利用のために、固有識別子
もしくは、該固有識別子に加えて、ユーザ識別子、端末識別子のいずれかまたは、両方が
通信手段を介して受信された場合には、サービス利用管理手段より受信された固有識別子
に対応するサービス利用状況を取得し、該サービス利用状況に基づいてサービスを提供す
るかどうかを判断し、
固有識別子に対応するサービス利用状況を更新する。
【００３６】
本発明は、物や場所や情報伝達媒体に連携されたサービスを利用するための連携サービス
利用装置として利用されるコンピュータ上で実行される連携サービスプログラムであって
、
物、場所及び情報伝達媒体に連携されたサービスを特定するための情報であるトークンを
取得するトークン取得ステップと、
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所定のサーバや端末と通信するための通信制御ステップと、
通信制御ステップを用いてトークン、または、該トークンに加えて、ユーザ識別子、端末
識別子のいずれかまたは、両方を所定のサーバに送信し、少なくとも、サービス情報に一
意に付与する固有識別子を含むサービス情報を取得するサービス情報取得ステップと、
サービス情報が取得される毎に該サービス情報に対応するサービス識別マークを特定し、
該サービス識別マークを追加表示するマーク表示ステップと、
任意のサービス識別マークへの操作を可能とし、かつ該操作に対応する処理を実行するマ
ーク利用ステップと、を実行する。
【００３７】
本発明は、物や場所や情報伝達媒体に連携されたサービスを利用するための連携サービス
利用装置と通信するサーバとして利用されるコンピュータ上で実行される連携サービスプ
ログラムであって、
連携サービス利用装置より、物、場所及び情報伝達媒体に連携されたサービスを特定する
ための情報であるトークン、もしくは、該トークンに加えて、ユーザ識別子と端末識別子
のいずれかまたは、両方を受信した場合に、トークンに対応するサービス識別子及びサー
ビスの属性を管理する連携サービス管理手段より受信された該トークンに対応するサービ
ス識別子と該サービス識別子に対応するサービスのいくつかの属性を取得するステップと
、
固有識別子生成手段よりサービス情報に一意に付与する固有識別子を取得して、該固有識
別子と該サービス識別子とを対応付けて、固有識別子毎にサービス利用状況を管理するサ
ービス利用管理手段に登録するステップと、
ユーザ識別子と端末識別子のいずれか、または、両方が受信された場合には、該ユーザ識
別子、該端末識別子も固有識別子に対応付けて、サービス利用管理手段に登録するステッ
プと、
少なくとも、固有識別子を含むサービス情報を構成し、該サービス情報を連携サービス利
用装置へ送信するステップと、
連携サービス利用装置もしくは、任意のデバイスよりサービス利用のために、固有識別子
もしくは、該固有識別子に加えて、ユーザ識別子、端末識別子のいずれかまたは、両方が
通信手段を介して受信された場合には、サービス利用管理手段より受信された固有識別子
に対応するサービス利用状況を取得し、該サービス利用状況に基づいてサービスを提供す
るかどうかを判断するステップと、
サービス利用管理手段で管理されている固有識別子に対応するサービス利用状況を更新す
るステップと、を実行する。
【００３８】
上記のように、本発明の連携サービス利用装置によれば、利用者は、サービス識別マーク
を操作することにより、場所や物や情報伝達媒体に連携され取得されたサービスアクセス
権をあたかも物理的なサービス利用券のように扱えるようになる。即ち、仮想的なサービ
スアクセス権をサービス識別マークとして保持しておき、利用すべき場所、時間、状態に
おいてこれを利用することができるようになる。また、サービス識別マークを操作するこ
とにより、仮想的なサービスアクセス権を他者に譲渡したり、他者と交換したり、捨てた
り、といったことが可能になる。また、サービスの利用の一形態として任意のデバイスに
サービス識別マークを入力することにより、当該デバイスを介してサービスを利用すると
いったことができる。さらに、利用者はサービスに関する詳細情報などを知りたい時には
、サービス識別マークに対する情報参照操作を行うことによって詳細情報などを参照でき
る。
【００３９】
また、本発明の連携サービス利用装置と通信するサーバは、サービス識別子、ユーザ識別
子、端末識別子と、固有識別子の組み合わせにおいて、サービスがすでに利用されたかど
うかなどを管理しておくことにより、サービスアクセス権の重複利用、複製などを管理し
、不正なサービス利用を阻止することができる。
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【００４０】
さらに、本発明の連携サービス利用装置が扱うサービス情報が有効期限を持つことにより
、利用者が意識しなくても、有効期限切れで不要となったサービス情報を消去したり、更
新したりする。
【００４１】
【発明の実施の形態】
以下、図面と共に本発明の実施の形態について説明する。
【００４２】
図２は、本発明の一実施の形態におけるシステム構成を示し、図３は、本発明の一実施の
形態におけるシステムイメージを示す。
【００４３】
図２に示すシステムは、連携サービス利用装置１００、サーバ２００、ネットワーク３０
０から構成される。
【００４４】
連携サービス利用装置１００は、トークン取得部１１０、通信部１２０、サービス情報取
得部１３０、マーク表示部１４０、マーク利用部１５０から構成される。
【００４５】
連携サービス利用装置１００を独自のハードウェアとして実装する場合には、上記の構成
以外に既存のＰＣやＰＤＡを構成するＣＰＵやメモリその他の各手段を具備するように実
装する。また、連携サービス利用装置１００は、既存のＰＣやＰＤＡなどの上で機能する
ものとして構成してよい。この場合、連携サービス利用装置１００は、ＰＣやＰＤＡのＯ
Ｓ上で機能するソフトウェアとして実装することもできる。その際、ソフトウェアだけで
は構成し得ない部分については、ＰＣやＰＤＡのデバイス拡張スロットに上記の構成要素
に必要なデバイスを追加することで実装される。
【００４６】
トークン取得部１１０は、商品、建物、乗り物、モニュメントなどの物、店舗、会場、部
屋、通路などの場所及び、放送、印刷物、看板、ポスター、電光掲示板、液晶掲示板、広
告用屋外ディスプレイ、ショウウインドウ、展示テーブルなどの情報伝達媒体に連携され
たサービスを特定するための情報であるトークを取得する。
【００４７】
トークン取得部１１０は、利用者が任意の時点でトークンの取得を行えるようにトークン
取得トリガを提供する。トークン取得トリガとは、例えば、連携サービス利用装置１００
に付与されたボタンなどであり、利用者はそのボタンを押す操作を行うことによって、ト
ークンが取得される。
【００４８】
以下の説明では、利用者が物、場所、及び情報伝達媒体などの対象に対して連携されてい
るサービス情報を取得することを意図してトークンを取得するための操作を行うことをマ
ーキングというものとする。
【００４９】
トークンは、連携サービス利用装置１００を用いてマーキングした対象を特定するのに利
用できるあらゆる情報である。例えば、トークンは、連携サービス利用装置１００を用い
てマーキングした時点における時刻情報、連携サービス利用装置の位置情報、端末向き情
報、端末移動進行方向情報のいずれか一つもしくは複数から構成される情報である場合が
ある。また、対象物に付与された画像、バーコード情報、点字、もしくは、文字列情報で
ある場合もある。あるいは、トークンは、電波、光により伝達される信号情報である場合
がある。あるいは、トークンが音である場合もある。放送などを対象としてマーキングが
行われた場合には、現在時刻と視聴中の放送チャネルＩＤをトークンとする場合もある。
【００５０】
従って、トークン取得部１１０は、上述したような各種トークンを取得するためのセンシ
ングデバイスとしての機能を有する。即ち、トークン取得部１１０は、ＧＰＳ、加速度セ
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ンサ、重力センサ、バーコードリーダ、カメラ、スキャナ、ＯＣＲ、無線ＴＡＧ（ RFTAG)
リーダ、光ビーコンセンサ、赤外線信号受信装置 (IrDA)、無線通信装置、マイク、時計、
放送チャネルを検出する装置、画像中の文字を認識する装置、画像中の透かし情報を認識
する装置、などの各種センシングデバイスの一つまたは、複数とこれらを制御するための
ソフトウェアから構成される。
【００５１】
通信部１２０は、ネットワーク３００を介してサーバ２００や、他の端末と通信を行う。
特に連携サービス利用装置１００は、屋外での利用を想定して、無線通信手段として実装
される場合がある。即ち、無線ＬＡＮ、携帯電話回線、ＰＨＳ回線、 Bluetooth,ＩｒＤＡ
などを用いる無線通信手段として実装される。また、この通信部１２０は、インターネッ
ト３００を介してサーバ２００と通信できるものであり、ＴＣＰ／ＩＰ及びＨＴＴＰなど
のインターネットプロトコルによる通信をサポートする。
【００５２】
サービス情報取得部１３０は、通信部１２０を介してトークンを所定のサーバ２００に送
信し、サービス識別子と固有識別子を含むサービス情報を取得する。連携サービス利用装
置１００においてトークンに加えてユーザ識別子、端末識別子のいずれかまたは両方を送
信するように設定されている場合は、サービス情報取得部１３０は、設定に従ってサービ
ス情報を取得する際に、トークン以外にユーザ識別子、端末識別子のいずれかまたは、両
方を送信する。
【００５３】
さらに、サービウ情報取得部１３０は、取得したサービス情報を管理しておく機能も有す
るものであり、そのためのメモリなど具備するよう構成する。また、管理している各サー
ビス情報を参照して必要な処理を行うための機能をプロセッサもしくはプログラムなどと
して具備するよう構成する。
【００５４】
マーク表示部１４０は、画像やアニメーション、映像，３Ｄ画像やテキスト、音、点字、
その他のメディアで表現されるサービス識別マークを表示する。サービス識別マークを画
像として表示する場合には、ＰＣやＰＤＡなどに具備される一般的な表示ディスプレイに
よって構成される。画像以外のメディアでは、各メディアを提示するのに適したデバイス
によって構成される。
【００５５】
マーク表示部１４０は、複数のサービス識別マークを表示するものであり、サービス情報
が取得される毎にこれに対応するサービス識別マークを追加表示する。
【００５６】
マーク利用部１５０は、マーク表示部１４０上に表示されたサービス識別マークを操作し
、利用する。マーク利用部１５０は、利用者にマーク表示部１４０によって提示されるサ
ービス識別子マーク中の任意のマークを選択し、所望する処理を行う。マーク表示部１４
０が一般的な表示ディスプレイ装置の場合、マーク利用部１５０は、マウスやタッチパネ
ルなどのポインティングデバイスを具備するように構成される。
【００５７】
また、この場合、選択したマークに対して所定の処理を指示するための手段は、ディスプ
レイ上に各処理に対応するエリアを提示しておき、各エリアへ選択したマークをドラッグ
＆ドロップするインターフェースや、選択したマークをダブルクリックすることによって
所定の処理が行われるインタフェースや、選択したマークを右クリックすることによって
処理メニューが提示された処理メニューを選択することにより、所望の処理を指示するイ
ンタフェースなどによって実装される。
【００５８】
上記の他にも、マーク利用部１５０がカメラやスキャナを具備し、まず、カメラやスキャ
ナでマーク表示部１４０に表示されたマークを撮影することにより、マークを選択し、次
に、所望する処理に対応付けられた物体を撮影することにより、所望の処理を指示するイ
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ンタフェースや、ポインティングデバイスや、カメラやスキャナでマークを選択した後、
任意のデバイスに Bluetooth やＩｒＤＡやその他の通信手段によって必要な情報を送信す
ることで所望の処理を指示するインタフェースが考えられる。前者の場合には、マーク利
用部１５０は、カメラやスキャナや通信手段を具備するように構成される。
【００５９】
また、マーク利用部１５０は、利用者の操作に対応する各種処理を実行するための機能を
プロセッサあるいはプログラムなどとして具備するように実装される。
【００６０】
連携サービス利用装置１００と通信するためのサーバ２００は、通信部２１０、連携サー
ビス管理部２２０、固有識別子生成部２３０、サービス利用管理部２４０、及びサービス
制御部２５０から構成される。
【００６１】
サーバ２００は、インターネット３００を介して連携サービス利用装置１００と通信する
ように実装できる。また、ＴＣＰ／ＩＰのみならず、ＨＴＴＰを用いたいわゆるＷｅｂサ
ービスとして各種機能を連携サービス利用装置１００へ提供するように実装できる。サー
バ２００は、ハードウェア的には、既存のサーバシステムに用いられるワークステーショ
ンやサーバＰＣが同様の構成をとる。前述の各構成要素は、ワークステーションやサーバ
ＰＣ上のＯＳ上で機能する servlet や cgi などのソフトウェアとして実装することができ
る。
【００６２】
従って、前述の通信部２１０は、ＴＣＰ／ＩＰ及びＨＴＴＰなどのインターネットプロト
コルによる通信をサポートするモジュール及びデバイスで構成される。
【００６３】
連携サービス管理部２２０は、前述したトークン毎に対応するサービス識別子及びサービ
スの属性を管理するデータベースとして実装される。図４は、本発明の一実施の形態にお
ける連携サービス管理部で管理される情報の例を示す。連携サービス管理部２２０で管理
される情報は、トークンと対応するサービス識別子及びサービスの属性等である。同図で
は、連携サービス管理部２２０は、サービスの属性として、有効期限、サービス識別マー
ク情報、サービス名、サービス詳細情報、サービス提供先情報を管理しているが、その他
の情報を管理する場合もある。
【００６４】
なお、前述のサービス識別マーク情報とは、ここでは、マーク表示部１４０に表示される
マークの画像のＵＲＬであり、サービス関連情報とは、サービス関連情報のＵＲＬであり
、サービス提供先とは、サービスを提供しているサーバ及びそのサービスへのアクセスア
ドレス（ＵＲＬ）である。
【００６５】
固有識別子生成部２３０は、サービス情報に付与する固有識別子を生成する。これは、所
定の手続によって、これまでに生成したものと必ず異なる固有な文字列信号を次々生成し
ていくプログラムとして実装できる。簡単な実装としては、シーケンスシャルな数字を生
成していくという実装があり得る。また、利用者が他の固有識別子を容易に類推できるこ
とを避けるためにシーケンスシャルに生成される数字に適当な暗号化を施すことや一定の
規則で無意味な文字列を付け加えたものなと固有識別子とするものとして実装することも
できる。また、固有識別子生成部２３０は、状況によって、固有識別子をバイナリとして
生成する場合もあり得る。
【００６６】
サービス利用管理部２４０は、固有識別子毎にサービス利用状況を管理するデータベース
として実装される。図５は、本発明の一実施の形態におけるサービス利用管理部で管理さ
れる情報の例を示す。同図の例では、サービス利用管理部２４０は、固有識別子毎に、対
応するサービス識別子、ユーザ識別子、端末識別子、及び当該サービスの利用の有無、及
び利用回数などを管理する。サービス利用管理部２４０は、必要に応じてこれら以外の情
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報も管理できる。
【００６７】
サービス制御部２５０は、連携サービス利用装置１００からの情報を受信し、それに対応
した各種処理を実施するプログラムモジュールもしくはプロセッサとして実装される。
【００６８】
次に、上記の構成における動作を説明する。
【００６９】
以下では、図３を用いて、連携サービス利用装置１００が物１０、場所２０、情報伝達媒
体３０に連携されたサービス情報を取得し、サービス識別マークを提示するまでの連携サ
ービス利用装置１００及び当該装置と通信するサーバ２００の動作について説明する。
【００７０】
図６は、本発明の一実施の形態における一連の処理を示すシーケンスチャートである。
【００７１】
連携サービス利用装置１００において、利用者がマーキングを行った際、マーキング対象
を特定するためのトークンをトークン取得部１１０が取得し（ステップ１０１）、トーク
ンとユーザ識別子、端末識別を連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００へ送
信する（ステップ１０２）。
【００７２】
サーバ２００では、トークン、ユーザ識別子、端末識別子を受信すると、サーバ２００に
具備されたサービス制御部２５０が、連携サービス管理部２２０より受信されたトークン
に対応するサービス識別子と当該サービスのいくつかの属性を取得し、固有識別子生成部
２３０より固有識別子を取得して、図７に示すようなサービス識別子と固有識別子を含む
サービス情報をＸＭＬで構成し（ステップ１０３）、これを連携サービス利用装置１００
へ送信する（ステップ１０４）。図７に示したものは、サービス情報の一構成例である。
サービス情報は、基本的には固有識別子のみを含んでいればよい。また、ＸＭＬ以外の記
述により固有識別子などの情報を含む構成としてよい。
【００７３】
同時に、サービス制御部２５０は、サービス情報に含めて送信した固有識別子をサービス
利用管理部２４０へ登録すると共に、ユーザ識別子と端末識別子も固有識別子に対応付け
て、サービス利用管理部２４０に登録しておく（ステップ１０５）。
【００７４】
これにより、連携サービス利用装置１００は、サーバ２００から送信されたトークンに対
応するサービス情報を受信する。この際、サービス情報取得部１３０が取得されたサービ
ス情報を保持すると共に、マーク表示部１４０が、受信されたサービス情報に対応するサ
ービス識別マークを特定し、これを取得し表示して、利用者に可視化する（ステップ１０
６）。
【００７５】
マーク表示部１４０は、受信したサービス情報内にサービス識別マーク情報が含まれてい
る場合には、その情報によって受信したサービス情報に対応するサービス識別マークを特
定することができる。サービス識別マーク情報がＵＲＬで示される場合には、当該ＵＲＬ
より画像データなどのサービス識別マークのデータを取得してこれを表示する処理を行う
。
【００７６】
受信されたサービス情報内にサービス識別マーク情報が含まれていない場合には、サービ
ス情報に含まれる固有識別子を連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００に送
信することによって、対応するサービス識別マークを問い合わせる（ステップ１０７）。
【００７７】
サーバ２００のサービス制御部２５０は、図５に示すような形式で固有識別子とサービス
識別子の対応関係を保持しているサービス利用管理部２４０を用いて連携サービス利用装
置１００から受信した固有識別子からサービス識別子を特定する（ステップ１０８）。さ
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らに、連携サービス管理部２２０が保持するサービスの属性データを参照し、当該サービ
ス識別子に対応するサービス識別マークをと特定する（ステップ１０８）。そして、サー
ビス制御部２５０がサービス識別マーク情報を連携サービス利用装置１００へ送信する（
ステップ１０９）。
【００７８】
連携サービス利用装置１００のマーク表示部１４０は、サーバ２００から受信したサービ
ス識別マーク情報に基づいて、サービス識別マークを特定し、これを取得・表示する（ス
テップ１１０）。
【００７９】
この結果、利用者は、マーキング対象に連携されたサービス情報即ち、当該サービスへの
アクセス権をサービス識別マークとして取得できたことを認知できる。
【００８０】
本発明の連携サービス利用装置１００は、受信されたサービス情報内に利用する必要のあ
るサービスの属性が含まれない場合、上述のサービス識別マーク情報を取得するのと同じ
手続により、それらの属性情報を当該連携サービス利用装置１００と通信する所定のサー
バ２００へ問い合わせることができる。例えば、サービス名などの情報も上記のサービス
識別マーク情報を取得する手続きにより取得できる。
【００８１】
なお、ユーザ識別子とは、利用者を特定するための識別子である。連携サービス利用装置
１００はこの情報を取得するために、利用者認証機能を具備する場合がある。利用者認証
機能とは、いわゆるログインのための手続きを行う機能である。あるいは、ＩＤカードな
どを読み取ることによりユーザ識別子を取得する機能としても実装できる。
【００８２】
また、端末識別子とは端末を特定するための識別子、もしくは、端末のタイプを識別する
ための識別子がこれにあたる。前者は、例えば、ハードウェアに割り当てられたシリアル
ナンバーや通信インタフェースに割り当てられたＭＡＣアドレスなどがこれに該当する。
後者としては、ＨＴＴＰにおける User-Agent項目に記入されるようなブラウザの種別、あ
るいは、ＯＳの種類、あるいは、携帯、ＰＤＡ、ＰＣなどの端末デバイスの種類毎に割り
当てられた識別子であり得る。
【００８３】
この後、利用者は必要な時点でサービス識別マークに対してマーク利用部１５０を介して
所望する操作を行うことができる（ステップ１１１）。
【００８４】
前述したようにサービス識別マークに対する利用者操作インタフェースは様々な実装があ
り得る。その例を図８に示す。図８は、本発明の一実施の形態におけるサービス識別マー
クに対する各種操作の例を示す。
【００８５】
以下に、図８を用いてサービス識別マークに対する各種操作の具体例を説明する。
【００８６】
本発明の連携サービス利用装置では、サービス識別マークに対して実行操作、送信操作、
入力操作、サービス関連情報参照操作、及び削除操作が可能である。
図８に示すユーザインタフェースでは、ポインティングデバイスを用いて各操作に対応す
る所定のエリアへ選択したサービス識別マークをドラッグ＆ドロップすることにより、上
記各操作を指示する。
【００８７】
例えば、図８のＡを円で囲んだ印で示されたサービス識別マークに対応するサービスの実
行操作を行う場合には、当該サービス識別マークをサービス実行機能というエリアにドラ
ッグ＆ドロップすればよい。この結果、必要に応じて当該サービスの利用を確認するダイ
アログが表示され、利用者が了承すれば、サービスが利用できる。
【００８８】
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また、図８のＢを円で囲んだ印で示されたサービス識別マークの送信操作を行う場合には
、該サービス識別マークをマーク送信機能というエリアにドラッグ＆ドロップする。この
後、送信先選択画面が表示され、送信先を選択することにより、送信処理が実行される。
【００８９】
また、図８のＣを円で囲んだ印で示されたサービス識別マークの所定のデバイスへの入力
操作を行う場合には、該サービス識別マークをマーク入力機能というエリアのドラッグ＆
ドロップする。この後、入力先選択画面が表示され、入力先を選択することにより、入力
処理が実行される。
【００９０】
同様に図８のＤを円で囲んだ印で示されたサービス識別マークをサービス関連情報参照機
能というエリアへドラッグ＆ドロップすれば、該サービス識別マークに対応するサービス
関連情報が提示される。
【００９１】
さらに、図８のＥを円で囲んだ印で示されたサービス識別マークを削除機能というエリア
にドラッグ＆ドロップすれば、該サービス識別マークが削除される。
以下に、利用者がマーク表示部１４０に表示されたサービス識別マークへ各操作を行った
際の連携サービス利用装置１００及び当該装置１００と通信するサーバ２００Ａ，２００
Ｂの動作についてそれぞれ説明する。
【００９２】
最初にサービス実行操作について説明する。
【００９３】
図９は、本発明の一実施の形態におけるサービス実行操作に伴う動作のシーケンス（その
１）である。同図に示す動作例では、利用者により任意のサービス識別マークに対する実
行操作がなされた場合、連携サービス利用装置１００が、当該装置１００と通信するサー
バ２００Ａへ固有識別子、ユーザ識別子、端末識別子を送信する。
【００９４】
サーバ２００Ａのサービス制御部２５０は、図５に示すような形式で固有識別子とサービ
ス識別子の対応関係を保持しているサービス利用管理部２４０を用いて、連携サービス利
用装置１００から受信した固有識別子からサービス識別子を特定する。さらに、連携サー
ビス管理部２２０が保持するサービスの属性データを参照し、当該サービス識別子に対応
するサービス提供元の情報からサービスを提供するサーバ２００Ｃを特定する。
【００９５】
そして、サービス制御部２５０は、サービス利用管理部２４０より受信した固有識別子に
対応するサービス利用状況を取得し、これに基づいてサービスを提供するかどうかを判断
する。例えば、ｎ回しか利用できないサービスにおいて、ｎ＋１回目の利用アクセスであ
った場合には、サービスの提供を不可能と判断する。
【００９６】
サービスが提供可能と判断されたならば、サービス制御部２５０がサービスを提供するサ
ーバ２００へサービス提供要求と、連携サービス利用装置１００のＩＰアドレスなどの提
供先情報を送信する。その結果、サービスを提供するサーバ２００Ｃから連携サービス利
用装置１００へサービスが提供される。このとき、連携サービス利用装置１００と通信す
るサーバ２００Ａのサービス利用管理部２４０が固有識別子に対応するサービス利用状況
を更新する。
【００９７】
サービスが提供不可能と判断されたならば、サービス制御部２５０がその旨を連携サービ
ス利用装置１００へ通知する。
【００９８】
図１０は、本発明の一実施の形態におけるサービス実行操作に伴う動作のシーケンス（そ
の２）である。同図に示す動作例では、利用者により任意のサービス識別マークに対する
実行操作がなされた場合、連携サービス利用装置１００が、当該装置１００と通信するサ
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ーバ２００Ａへ固有識別子、ユーザ識別子、端末識別子を送信する。
【００９９】
連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００Ａのサービス制御部２５０は、図５
に示すような形式で固有識別子とサービス識別子との対応関係を保持しているサービス利
用管理部２４０を用いて連携サービス利用装置１００から受信した固有識別子からサービ
ス識別子を特定する。さらに、連携サービス管理部２２０が保持するサービスの属性デー
タを参照し、当該サービス識別子に対応するサービス提供元の情報からサービスを提供す
るサーバ２００Ｃを特定する。
【０１００】
そして、サービス制御部２５０は、サービス利用管理部２４０より固有識別子に対応する
サービス利用状況を取得し、これに基づいてサービスを提供するかどうかを判断する。例
えば、ｎ回しか利用できないサービスとして、ｎ＋１回目の利用アクセスであった場合に
はサービスの提供を不可能と判断する。
【０１０１】
サービスが提供可能と判断されたならば、サービス制御部２５０がサービスを提供するサ
ーバ２００Ｃの情報であるサービス提供元情報を連携サービス利用装置１００へ送信する
。このとき、連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００Ａのサービス利用管理
部２４０が固定識別子に対するサービス利用状況を更新する。なお、サービスが提供不可
能であれば、サービス制御部２５０がその旨を連携サービス利用装置１００に通知する。
【０１０２】
サービス提供元情報を受信した連携サービス利用装置１００は、サービスを提供するサー
バ２００Ｃへサービス提供要求を送信する。その結果、サービスを提供するサーバ２００
Ｃから連携サービス利用装置１００へサービスが提供される。
【０１０３】
上述の動作例におけるサービスとは、コンテンツ配信サービスやデータダウンロードサー
ビスなどネットワーク経由で享受できるあらゆるサービスがこれに該当する。また、例え
ば、物理的な商品を購入する際の割引クーポンサービスなど基本的に非ネットワーク経由
に関しても、そのクーポンが有効であることを認証するサービスを提供するサーバを利用
することによって活用できるという場合に、上述のようなシステムが適用される。
【０１０４】
次に、サービス識別マーク送信操作について説明する。
【０１０５】
図１１は、本発明の一実施の形態におけるサービス識別マーク送信操作に伴う動作シーケ
ンス（その１）である。以下では、連携サービス利用装置１００Ａの構成要素にはＡを付
し、連携サービス利用装置１００Ｂの構成要素にはＢを付して説明する。同図に示す送信
動作の例では、連携サービス利用装置１００Ａにおいて、利用者により任意のサービス識
別マークに対する送信操作がなされた場合、連携サービス利用装置１００Ａのマーク利用
部１５０Ａが、利用者によって指定された他の連携サービス利用装置２００Ｂへ直接、対
応するサービス情報を送信する。
【０１０６】
この際、送信元の連携サービス利用装置１００Ａにおいて、サービス情報取得部Ａ１３０
は、マーク利用部１５０によって送信されたサービス情報を消去し、マーク表示部１４０
Ａは消去されたサービス情報に対応するサービス識別マークを消去する。
【０１０７】
連携サービス利用装置１００Ｂでは、通信部１２０Ｂによりサービス情報を受信すると、
サービス情報取得部１３０Ｂがこれを取得し、マーク表示部１４０Ｂは取得したサービス
情報に対応するサービス識別マークを追加表示する。
【０１０８】
同様に、連携サービス利用装置１００Ｂにおいて利用者により任意のサービス識別マーク
に対する送信操作がなされた場合、連携サービス利用装置１００Ｂのマーク利用部１５０
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Ｂが、利用者によって指定された他の連携サービス利用装置１００Ａへサービス情報を送
信する。
【０１０９】
この際、送信元の連携サービス利用装置１００Ｂのサービス情報取得部１３０Ｂは、マー
ク利用部１５０Ｂによって送信されたサービス情報を消去し、マーク表示部１４０Ｂは、
消去されたサービス情報に対応するサービス識別マークを消去する。
【０１１０】
連携サービス利用装置１００Ａでは、通信部１２０Ａによりサービス情報を受信すると、
サービス情報取得部１３０Ａがこれを取得し、マーク表示部１４０Ａが取得されたサービ
ス情報に対応するサービス識別マークを追加表示する。
【０１１１】
このような双方からの送信操作の結果、利用者はサービス情報の交換をすることができる
。また、上記の動作例では、サービスアクセス権としてのサービス情報が重複して存在し
ないための処理を行うものとする。
【０１１２】
図１２は、本発明の一実施の形態におけるサービス識別マーク送信操作に伴う動作シーケ
ンス（その２）である。以下では、連携サービス利用装置１００Ａの構成要素にはＡを付
し、連携サービス利用装置１００Ｂの構成要素にはＢを付して説明する。同図に示す送信
動作の例では、連携サービス利用装置１００Ａにおいて利用者により任意のサービス識別
マークに対する送信操作がなされた場合、連携サービス利用装置１００Ａのマーク利用部
１５０Ａが、利用者によって指定された他の連携サービス利用装置１００Ｂのアドレスを
含む送信先情報と対応するサービス情報を、連携サービス利用装置１００Ａと通信するサ
ーバ２００へ送信する。
【０１１３】
サーバ２００は、連携サービス利用装置１００Ａより、連携サービス利用装置１００Ｂへ
送信すべきサービス情報を受信した場合、サービス利用部２５０が固有識別子生成部２３
０より固有識別子を取得し、サービス情報に含まれる固有識別子を新たに取得した固有識
別子に更新した上で、連携サービス利用装置１００Ｂへ送信すると共に、新たに取得した
固有識別子と、サービス情報に含まれていた固有識別子に対応付けられているサービス識
別子とを対応付けてサービス利用管理部２４０へ登録する。
【０１１４】
連携サービス利用装置１００Ｂでは、通信部１２０Ｂによりサービス情報を受信すると、
サービス情報取得部１３０Ｂがこれを取得し、マーク表示部１４０Ｂが取得されたサービ
ス情報に対応するサービス識別マークを追加表示する。
【０１１５】
上記の動作例では、送信されたサービス情報には異なる固有識別子が割り当てられて、送
信先の連携サービス利用装置１００に保持される。即ち、この動作例は、サービスアクセ
ス権としてのサービス情報を複数送信する場合にあたる。
【０１１６】
なお、上記の動作例においても、送信元の連携サービス利用装置１００Ａにおいて、送信
したサービス情報を消去するように動作することもできる。
【０１１７】
また、上記の動作例において、連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００は、
連携サービス利用装置１００Ａより、連携サービス利用装置１００Ｂへ送信すべきサービ
ス情報を受信した場合、予め設定されている規則に従って、サービス情報とサービス識別
子及び各属性が異なるサービス情報を構成して、連携サービス利用装置１００Ｂへ提供す
ることもできる。
【０１１８】
上記の予め設定されている規則とは、例えば、サービス識別子Ａに対応するサービス情報
が、送信処理される場合には、サービス識別子Ｂのサービス情報へ変換する、といったも
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のである。
【０１１９】
これにより、いわば、複製として送信されたサービス情報については対応付けられている
サービスのグレードを低くするといったことが可能になる。あるいは、サービス情報を誰
かに送るという操作が介入することによって初めて利用され得るようなサービスを実現す
ることができる。
【０１２０】
次に、サービス識別マーク入力操作について説明する。
【０１２１】
本発明の連携サービス利用装置１００では、サービス識別マークを他のデバイスに入力す
ることによって何等かのサービスもしくは、認証、支払い等の処理を実行することができ
る。例えば、駐車場の利用券を駐車場の出口に設置してある装置に入れることで、駐車料
金の精算が済む、ゲートが開くシステムがあるが、本発明の連携サービス利用装置１００
によれば、駐車場利用券に相当する物としてサービス識別マークを用いることが可能にな
る。
【０１２２】
図１３は、本発明の一実施の形態におけるサービス識別マーク入力操作に伴う動作のシー
ケンス（その１）である。同図に示す動作例では、利用者により任意のサービス識別マー
クを任意のデバイス４００への入力操作がなされた場合、連携サービス利用装置１００の
マーク利用部１５０が、当該装置１００と通信する所定のサーバ２００Ａへ固有識別子、
ユーザ識別子、端末識別子及び提供元デバイス情報を送信する。
【０１２３】
連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００Ａのサービス制御部２５０Ａは、図
５に示すような形式で固有識別子とサービス識別子の対応関係を保持しているサービス利
用管理部２４０Ａを用いて、連携サービス利用装置１００より受信した固有識別子からサ
ービス識別子を特定する。さらに、連携サービス管理部２２０Ａが保持するサービスの属
性データを参照し、サービス識別子に対応するサービス提供元の情報からサービスを提供
するサーバ２００Ｃを特定する。そして、サービス制御部２５０Ａは、サービス利用管理
部２４０Ａより受信された固有識別子に対応するサービス利用状況を取得し、これに基づ
いてサービスを提供するかどうかを判断する。例えば、ｎ回しか利用できないサービスに
おいて、ｎ＋１回目の利用アクセスであった場合には、サービスの提供を不可能と判断す
る。
【０１２４】
サービスが提供可能と判断されたならば、サービス制御部２５０Ａがサービスを提供する
サーバ２００Ｃへサービス提供要求と、デバイス４００のＩＰアドレスなどの提供先デバ
イス情報を送信する。その結果、サービスを提供するサーバ２００Ｃから該当するデバイ
ス４００へサービスが提供される。この時、連携サービス利用装置１００と通信するサー
バ２００Ａのサービス利用管理部２４０Ａが固有識別子に対応するサービス利用状況を更
新する。
【０１２５】
サービスが提供不可能と判断されたならば、サービス制御部２５０Ａがその旨を連携サー
ビス利用装置１００へ通知する。
【０１２６】
図１４は、本発明の一実施の形態におけるサービス識別マーク入力操作に伴う動作のシー
ケンス（その２）である。同図に示す動作例では、利用者により任意のサービス識別マー
クを任意のデバイス４００への入力操作がなされた場合、連携サービス利用装置１００の
マーク利用部１５０が、当該装置１００と通信する所定のサーバ２００Ａへ固定識別子、
ユーザ識別子、端末識別子及び提供先デバイス情報を送信する。
【０１２７】
連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００Ａのサービス制御部２５０Ａは、図
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５に示すような形式で固有識別子とサービス識別子の対応関係を保持しているサービス利
用管理部２４０Ａを用いて、連携サービス利用装置１００より受信した固有識別子からサ
ービス識別子を特定する。さらに、連携サービス管理部２２０Ａが保持するサービスの属
性データを参照し、当該サービス識別子に対応するサービス提供元の情報からサービスを
提供するサーバ２００Ｃを特定する。
【０１２８】
そして、サービス制御部２５０Ａは、サービス利用管理部２４０Ａより受信した固有識別
子に対応するサービス利用状況を取得し、これに基づいてサービスを提供するかどうかを
判断する。例えば、ｎ回しか利用できないサービスにおいて、ｎ＋１回目の利用アクセス
であった場合には、サービスの低下を不可能と判断する。
【０１２９】
サービスが提供可能と判断されたならば、サービス制御部２５０Ａがサービスを提供する
サーバ２００Ｃの情報であるサービス提供元情報を連携サービス利用装置１００へ送信す
る。このとき、連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００Ａのサービス利用管
理部２４０Ａが固有識別子に対応するサービス利用状況を更新する。なお、サービスが提
供不可能であれば、サービス制御部２５０Ａがサービス利用状況を更新する。なお、サー
ビスが提供不可能であれば、サービス制御部２５０Ａがその旨を連携サービス利用装置１
００へ通知する。
【０１３０】
サービス提供情報を受信した連携サービス利用装置１００は、この情報をデバイス４００
へ送信する。そして、サービス提供元情報を受信したデバイス４００がサービスを提供す
るサーバ２００Ｃへサービス提供要求を送信する。その結果、サービスを提供するサーバ
２００Ｃから当該デバイス４００へサービスが提供される。
【０１３１】
図１５は、本発明の一実施の形態におけるサービス識別マーク入力操作に伴う動作のシー
ケンス（その３）である。同図に示す動作例では、利用者により任意のサービス識別マー
クを任意のデバイス４００への入力操作がなされた場合、連携サービス利用装置１００の
マーク利用部１５０が、そのデバイス４００へ固有識別子、ユーザ識別子、端末識別子及
び提供先デバイス情報を送信する。
【０１３２】
そして、デバイス４００から連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００Ａへ固
有識別子、ユーザ識別子、端末識別子が送信される。
【０１３３】
連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００Ａのサービス制御部２５０Ａは、図
５に示すような形式で固有識別子とサービス識別子の対応関係を保持しているサービス利
用管理部２４０Ａを用いてデバイス４００を経由して受信された固有識別子からサービス
識別子を特定する。さらに、連携サービス管理部２２０Ａが保持するサービスの属性デー
タを参照し、当該サービス識別子に対応するサービス提供元の情報からサービスを提供す
るサーバ２００Ｃを特定する。
【０１３４】
そして、サービス制御部２５０Ａは、サービス利用管理部２４０Ａより受信した固有識別
子に対応するサービス利用状況を取得し、これに基づいて、サービスを提供するかどうか
判断する。例えば、ｎ回しか利用できないサービスにおいて、ｎ＋１回目の利用アクセス
であった場合にはサービスの提供を不可能と判断する。
【０１３５】
サービスが提供可能と判断されたならば、サービス制御部２５０Ａがサービスを提供する
サーバ２００Ｃへサービス提供要求と、デバイス４００のＩＰアドレスなどの提供先情報
を送信する。その結果、サービスを提供するサーバ２００Ｃから該当するデバイス４００
へサービスが提供される。この時、連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００
Ａのサービス利用管理部２４０Ａが固有識別子に対応するサービス利用状況を更新する。
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【０１３６】
サービスが提供不可能と判断された場合で、サービス制御部２５０Ａが端末識別子などか
らこの処理に関わるサービス識別マークの入力操作が発生した連携サービス利用装置１０
０を特定できる場合ならば、サービス制御部２５０Ａがその旨を連携サービス利用装置１
００へ通知する。あるいは、デバイス４００に対してサービスが提供不可能と判断された
旨を通知し、デバイス４００から連携サービス利用装置１００へ通知される場合もある。
【０１３７】
図１６は、本発明の一実施の形態におけるサービス識別マーク入力操作に伴う動作のシー
ケンス（その３）である。同図に示す動作例では、利用者により任意のサービス識別マー
クを任意のデバイス４００への入力操作が行われた場合、連携サービス利用装置１００の
マーク利用部１５０が、そのデバイス４００へ固有識別子、ユーザ識別子、端末識別子及
び提供先デバイス情報を送信する。
【０１３８】
そして、デバイス４００から連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００Ａへ固
有識別子、ユーザ識別子、端末識別子が送信される。
【０１３９】
連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００Ａのサービス制御部２５０Ａは、図
５に示すような形式で固有識別子とサービス識別子の対応関係を保持しているサービス利
用管理部２４０Ａを用いてデバイス４００を経由して受信された固有識別子からサービス
識別子を特定する。さらに、連携サービス管理部２２０Ａが保持するサービスの属性デー
タを参照し、当該サービス識別子に対応するサービス提供元の情報からサービスを提供す
るサーバ２００Ｃを特定する。
【０１４０】
そして、サービス制御部２５０Ａは、サービス利用管理部２４０Ａより受信した固有識別
子に対応するサービス利用状況を取得し、これに基づいてサービスを提供するかどうかを
判断する。例えば、ｎ回しか利用できないサービスにおいて、ｎ＋１回目の利用アクセス
であった場合には、サービスの提供を不可能と判断する。
【０１４１】
サービスが提供可能と判断されたならば、サービス制御部２００Ａがサービスを提供する
サーバ２００Ｃの情報であるサービス提供元情報をデバイス４００へ送信する。この時、
連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００Ａのサービス利用管理部２４０Ａが
固有識別子に対応するサービス利用状況を更新する。
【０１４２】
なお、サービスが提供不可能と判断された場合で、サービス制御部２５０Ａが端末識別子
などからこの処理に関わるサービス識別マークの入力操作が発生した連携サービス利用装
置１００を特定できる場合ならば、サービス制御部２５０Ａがその旨を連携サービス利用
装置１００へ通知する。あるいは、デバイス４００に対して、サービスが提供不可能と判
断された旨を通知し、デバイス４００から連携サービス利用装置１００へ通知される場合
もある。
【０１４３】
サービス提供元情報を受信したデバイス４００がサービスを提供するサーバ２００Ｃへサ
ービス提供要求を送信する。その結果、サービスを提供するサーバ２００Ｃからデバイス
４００へサービスが提供される。
【０１４４】
上述の動作例におけるサービスとは、コンテンツ配信サービスやデータダウンロードサー
ビスなどネットワーク経由で享受できるあらゆるサービスがこれに該当する。例えば、入
力デバイスがプリンタであれば、そこへ商品である印刷物を出力する。あるいは、入力デ
バイスがディスプレイ装置であればそこへ商品である映像を出力するいったサービスがあ
る。
【０１４５】
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また、物理的な商品を購入する際の割引クーポンサービスなど基本的に非ネットワーク経
由に関しても、そのクーポンが有効であることを認証するサービスを提供するサーバを店
頭の端末デバイスを介して利用することによって、クーポンが活用できるといった場合に
上述のようなシステムが適用され得る。
【０１４６】
前述した駐車場利用券の例も同様であり、サービス識別マークを駐車場利用券として利用
するには、ネットワークに接続された駐車料金精算機にサービス識別マークを入力し、当
該サービス識別マークが駐車場利用券として有効であることをサービスを提供するサーバ
が認証し、その結果として駐車場料金精算機がゲートを開くといったシステムとして実現
される。
【０１４７】
上記のようなサービス識別マークの他のデバイスへの入力操作は、「暦本純一，“ Pick-a
nd-Drop:複数コンピュータ環境向けの直接操作技法”，インタラクティブシステムとソフ
トウェアＶ， pp.141-150, 近代科学社 ,1997.」で提案されているようなマルチデバイス操
作インタフェースによって実現することにより、利用者はより物理的なサービス利用券に
近い感覚でサービス識別マークを操作できる。
【０１４８】
次に、サービス関連情報参照操作について説明する。
【０１４９】
図１７は、本発明の一実施の形態におけるサービス関連情報参照操作に伴う動作シーケン
ス（その１）を示す。同図に示す動作例では、利用者により任意のサービス識別マークに
対するサービス関連情報参照操作がなされた場合、連携サービス利用装置１００が、当該
装置と通信するサーバ２００Ａへ固有識別子、ユーザ識別子、端末識別子を送信する。
【０１５０】
連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００Ａのサービス制御部２５０Ａは、図
５に示すような形式で固有識別子とサービス識別子の対応関係を保持しているサービス利
用管理部２４０Ａを用いて、連携サービス利用装置１００より受信された固有識別子から
サービス識別子を特定する。さらに、連携サービス管理部２２０Ａが保持するサービスの
属性データを参照し、当該サービス識別子に対応するサービス関連情報からサービス関連
情報を提供するサーバ２００Ｂを特定する。
【０１５１】
そして、サービス制御部２５０Ａがサービス関連情報を提供するサーバ２００Ｂへサービ
ス提供要求と、連携サービス利用装置１００のＩＰアドレスなどの提供先情報を送信する
。その結果、サービス関連情報を提供するサーバ２００Ｂから連携サービス利用装置１０
０へサービス関連情報が提供される。サービス関連情報を受信した、連携サービス利用装
置１００はこれを表示する。
【０１５２】
図１８は、本発明の一実施の形態におけるサービス関連情報参照操作に伴う動作シーケン
ス（その２）を示す。同図に示す動作例では、利用者により任意のサービス識別マークに
対するサービス関連情報参照操作がなされた場合、連携サービス利用装置１００が、当該
装置と通信するサーバ２００Ａへ固有識別子、ユーザ識別子、端末識別子を送信する。
【０１５３】
連携サービス利用装置１００と通信するサーバ２００Ａのサービス制御部２５０Ａは、図
５に示すような形式で固有識別子とサービス識別子の対応関係を保持しているサービス利
用管理部２４０Ａを用いて、連携サービス利用装置１００より受信した固有識別子からサ
ービス識別子を特定する。さらに、連携サービス管理部２２０Ａが保持するサービスの属
性データを参照し、当該サービス識別子に対応するサービス関連情報の情報からサービス
関連情報を提供するサーバ２００Ｂを特定する。
【０１５４】
そして、サービス制御部２５０Ａがサービス関連情報を提供するサーバ２００Ｂの情報で
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あるサービス関連情報提供元情報を連携サービス利用装置１００へ送信する。サービス関
連情報提供元情報を受信した連携サービス利用装置１００は、サービス関連情報を提供す
るサーバ２００Ｂへサービス関連情報提供要求を送信する。その結果、サービス関連情報
を提供するサーバ２００Ｂから連携サービス利用装置１００へサービス関連情報が提供さ
れる。サービス関連情報を受信した連携サービス利用装置１００はこれを表示する。
【０１５５】
次に、サービス識別マーク削除操作について説明する。
【０１５６】
利用者により任意のサービス識別マークに対する削除操作がなされた場合、連携サービス
利用装置１００のサービス情報取得部１３０が、対応するサービス情報を削除し、マーク
表示部１４０が対応するサービス識別マークを削除する。
【０１５７】
そして、マーク利用部１５０は、所定のサーバ２００へ、サービス情報に含まれる固有識
別子とサービス情報が削除されたことを通知する。
【０１５８】
本発明の連携サービス利用装置では、サービス情報に有効期限を含めることにより、利用
期限切れのサービス識別マークの自動削除及び、状態の変化したサービス識別マークの自
動更新を行う機能がある。その動作について以下に説明する。
【０１５９】
まず、サービス識別マーク自動削除について説明する。
【０１６０】
連携サービス利用装置１００のサービス情報取得部１３０は、定期的に現在保持している
サービス情報の有効期限を確認し、有効期限が切れているものを検出すると即座に、該当
するサービス情報を消去する。そして、マーク表示部１４０は、消去されたサービス情報
に対応するサービス識別マークを消去する。
【０１６１】
これにより、利用者が意識することなく、利用期限が切れがサービス情報並びに対応する
サービス識別マークは消去される。なお、サービス情報取得部１３０は、サービス情報を
消去する際にアラームなどでその旨を利用者に通知する機能を有する場合もある。
【０１６２】
次に、サービス識別マーク自動更新について説明する。
【０１６３】
連携サービス利用装置１００のサービス情報取得部１３０は、定期的に現在保持している
サービス情報の有効期限を確認し、有効期限が切れているものを検出すると即座に、連携
サービス利用装置１００と通信する所定のサーバ２００へアクセスし、該当するサービス
情報に含まれる固有識別子を送信する。
【０１６４】
サーバ２００では、有効期限切れに伴う連携サービス利用装置１００のアクセスがあった
場合に、サービス制御部２５０が、サービス利用管理部２４０より受信された固有識別子
に対応して管理されているサービス識別子を取得し、連携サービス管理部２２０より、当
該サービス識別子のサービスに関する属性の更新を識別子、更新された内容に対応するサ
ービス情報を構成する。
【０１６５】
この際、固有識別子は、受信されたものを利用してもよいし、新たに生成したものを利用
してもよい。但し、それらの操作に伴って、サービス利用管理部２４０の保持する内容を
更新する。
【０１６６】
サービス制御部２５０は、新たに構成されたサービス情報を連携サービス利用装置１００
へ返信する。連携サービス利用装置１００のサービス情報取得部１３０は、有効期限切れ
が検出されたサービス情報を、新しく受信されたサービス情報へ更新する。さらに、マー
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ク表示部１４０が更新されたサービス情報に対応するサービス識別マークを更新する。
【０１６７】
これにより、利用者が意識することなく、利用期限切れのサービス情報並びに対応するサ
ービス識別マークが更新される。なお、サービス情報取得部１３０は、サービス情報を更
新した際にアラームなどでその旨を利用者に通知する機能を有する場合もある。
【０１６８】
上述したすべての動作例において、連携サービス利用装置１００から、当該装置１００と
通信するサーバ２００へトークンや固有識別子を送信する際に、同時に、ユーザ識別子、
端末識別子も送信するものとして説明したが、必ずユーザ識別子、端末識別子を送信する
必要はない。トークンや固有識別子に加えて、ユーザ識別子のみ、あるいは、端末識別子
のみを送信する場合や、トークンや固有識別子のみを送信する場合もある。
【０１６９】
また、上記の連携サービス利用装置１００及びサーバ２００の構成要素を、プログラムと
して構築し、連携サービス利用装置、サーバとして利用されるコンピュータにインストー
ルする、または、ネットワークを介して流通させることも可能である。
【０１７０】
また、構築されたプログラムを連携サービス利用装置、サーバとして利用されるコンピュ
ータに接続されるハードディスク装置や、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬
記憶媒体に格納しておき、本発明を実施する際にインストールすることも可能である。
【０１７１】
なお、本発明は、上記の実施の形態に限定されることなく、特許請求の範囲内において、
種々変更・応用が可能である。
【０１７２】
【発明の効果】
上述のように、本発明の連携サービス利用装置を用いることにより、サービス識別マーク
を操作することにより、場所や物や情報伝達媒体に連携され取得されたサービスアクセス
権をあたかも物理的なサービス利用券のように扱えるようになる。
【０１７３】
即ち、仮想的なサービスアクセス権をサービス識別マークとして保持しておき、利用すべ
き場所、時間、状態においてこれを利用することができるようになる。また、サービス識
別マークを操作することにより、仮想的なサービスアクセス権を他者に譲渡したり、他者
と交換したり、捨てたり、といったことが可能になる。また、サービスの利用の一形態と
して任意のデバイスにサービス識別マークを入力することにより、当該デバイスを介して
サービスを利用するといったことができる。
【０１７４】
さらに、利用者は、サービスに関する詳細情報などを知りたい時には、サービス識別マー
クに対する情報参照操作を行うことによって詳細情報などを参照できる。
【０１７５】
これにより、場所や物や情報伝達媒体に対して、単に参照するためだけの情報でなく、様
々なハンドリングの対象となるような媒体、サービスを連携し、これを利用者が活用する
ことができるようになる。
【０１７６】
また、上述したように本発明の装置及びサーバまたは、これらから構成されるシステムで
は、サービスへのアクセス管理は固有識別子毎に行うようになっているので、仮に、連携
サービス利用装置を用いる利用者の不正行為により同一の固有識別子を有するサービス情
報が重複して存在することが発生しても、サービス提供回数が制限される。
【０１７７】
また、サーバにおいて、サービス識別子と固有識別子を対応付けて管理し、連携サービス
利用装置は、固有識別子のみを含むサービス情報を提供する。このことによって、利用者
の各操作に伴う連携サービス利用装置と、当該サーバとの通信は、固有識別子と、操作情

10

20

30

40

50

(25) JP 4007157 B2 2007.11.14



報をやり取りするだけで十分である。その結果、連携サービス利用装置とサーバとの通信
をモニタリングされたとしても実質的にどのようなサービスへのアクセスがかったかを他
者は知ることができない。
【０１７８】
即ち、本発明の装置及びサーバまたは、これらから構成されるシステムを用いることによ
って、上述のように利用者のアクセスしたサービス内容を他者に隠蔽するというような効
果も期待できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理構成図である。
【図２】本発明の一実施の形態におけるシステム構成図である。
【図３】本発明の一実施の形態におけるシステムのイメージ図である。
【図４】本発明の一実施の形態における連携サービス管理部で管理される情報の例である
。
【図５】本発明の一実施の形態におけるサービス利用管理部で管理される情報の例である
。
【図６】本発明の一実施の形態における一連の処理を示すシーケンスチャートである。
【図７】本発明の一実施の形態におけるサービス情報の構成例である。
【図８】本発明の一実施の形態におけるサービス識別マークに対する各種操作の例である
。
【図９】本発明の一実施の形態におけるサービス実行操作に伴う動作のシーケンス（その
１）である。
【図１０】本発明の一実施の形態におけるサービス実行操作に伴う動作のシーケンス（そ
の２）である。
【図１１】本発明の一実施の形態におけるサービス識別マーク送信操作に伴う動作のシー
ケンス（その１）である。
【図１２】本発明の一実施の形態におけるサービス識別マーク送信操作に伴う動作のシー
ケンス（その２）である。
【図１３】本発明の一実施の形態におけるサービス識別マーク入力操作に伴う動作シーケ
ンス（その１）である。
【図１４】本発明の一実施の形態におけるサービス識別マーク入力操作に伴う動作シーケ
ンス（その２）である。
【図１５】本発明の一実施の形態におけるサービス識別マーク入力操作に伴う動作シーケ
ンス（その３）である。
【図１６】本発明の一実施の形態におけるサービス識別マーク入力操作に伴う動作シーケ
ンス（その４）である。
【図１７】本発明の一実施の形態におけるサービス関連情報参照操作に伴う動作シーケン
ス（その１）である。
【図１８】本発明の一実施の形態におけるサービス関連情報参照操作に伴う動作シーケン
ス（その２）である。
【符号の説明】
１００　連携サービス装置
１１０　トーク取得手段、トークン取得部
１２０　通信手段、通信部
１３０　サービス情報取得手段、サービス情報取得部
１４０　マーク表示手段、マーク表示部
１５０　マーク利用手段、マーク利用部
２００　サーバ
２１０　通信手段、通信部
２２０　連携サービス管理手段、連携サービス管理部
２３０　固有識別子生成手段、固有識別子生成部
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２４０　サービス利用管理手段、サービス利用管理部
２５０　サービス制御手段、サービス制御部
３００　ネットワーク

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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